
 庁議事案書

【概要・背景】

　本戦略は、国の地方創生の取り組みの一環として制定されたまち・ひと・しごと

創生法（平成26年制定）に基づく、市町村まち・ひと・しごと総合戦略です。

　国が令和４年１２月に、デジタル田園都市国家構想の実現のため、これまでの地

方創生の取組をデジタルの力で加速化・深化させることを目的として「デジタル田

園都市国家構想総合戦略」を新たに策定しました。都道府県・市町村にあたって

は、デジタル技術の浸透・進展などを踏まえ地方版総合戦略の改定に努めることと

されたため、第2期茅ヶ崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略の終期の令和７年度

末を待たず、早期に国・県の総合戦略を勘案した戦略へ改定するものです。

【今後のスケジュール（予定）】

全員協議会（６月２５日）→　パブリックコメント（６月２６日~７月２５日）→

計画の策定・公表（８月中）

（仮称）茅ヶ崎市デジタル田園都市構想総合戦略（素案）について

２．行政計画等との関係

日 付

事案名称 （仮称）茅ヶ崎市デジタル田園都市構想総合戦略の策定について

提案理由

取り組み内容

審議事案等

１．事案の概要

令和６年６月１１日（火） 政策会議会議種別

     (1)茅ヶ崎市総合計画

     (2)その他関連計画

     (3)関係法令

茅ヶ崎市デジタル化推進方針

まち・ひと・しごと創生法、地域再生法

主たる政策目標

関連する政策目標

2512企画政策部総合政策課事案担当

関係部課 企画政策部デジタル推進課
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■ 市長 ■ 副市長 ■ 副市長 ■ 教育長 ■ 病院事業管理者
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■ 出席 □ 欠席
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8 主な意見等 ＊

→

＊

→

開 催 日 令和６年６月１１日（火）

（仮称）茅ヶ崎市デジタル田園都市構想総合戦略の策定について件　　名

本戦略の策定に伴い、令和７年度末までを計画期間としている第２期まち・ひと・
しごと創生総合戦略を「廃止する」と表現しているが、第２期の戦略自体を廃止す
るような印象を受けるので、表現を検討した方がよい。【岸副市長】

第２期戦略の残りの計画期間を廃止するという趣旨が伝わるよう、表現を修正いた
します。

本案件については、一部修正することとし承認される。7 会議結果

本戦略が、第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略を継承したものなのであれば、
名称は「デジタル田園都市構想総合戦略」ではなく「まち・ひと・しごと創生総合
戦略」のままでよいのではないか。【病院事業管理者】

第２期戦略の内容を継承することから名称も継承するという視点はあると思います
が、市町村が地方版総合戦略を策定するにあたっては、国の総合戦略を勘案するよ
う努める必要があるため、名称についても国の総合戦略を勘案し「デジタル田園都
市構想総合戦略」にすることとしました。
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